
口
向
役
人
不
正
事
件
と
江
戸
幕
府
の
遠
国
都
市
政
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藤
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六
三

口
向
役
人
不
正
事
件
と
江
戸
幕
府
の
遠
国
都
市
政
策

佐
藤
雄
介

は
じ
め
に

　
近
世
朝
廷
の
御
所
に
は
、
口
向
と
い
う
部
局
が
あ
っ
た
。
財
政
を
は
じ
め
と
し
た
種
々
の
実
務
を
担
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
勤
め
た

役
人
を
口
向
役
人
と
い
う
。
こ
の
口
向
役
人
の
「
不
正
」
を
、
安
永
二
・
三
（
一
七
七
三
・
七
四
）
年
に
幕
府
が
摘
発
し
た
。
不
正
を
働

い
て
い
た
口
向
役
人
ら
に
死
罪
な
ど
の
処
罰
が
下
さ
れ
、
多
く
の
御
用
達
も
罰
さ
れ
る
な
ど
、
か
な
り
大
規
模
な
騒
動
で
あ
っ
た
。
こ
の

騒
動
を
口
向
役
人
不
正
事
件
あ
る
い
は
安
永
の
御
所
騒
動
と
呼
ん
で
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
朝
廷
（
朝
廷
財
政
）
史
上
の
重
要
な
事

件
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
の
事
件
に
吟
味
側
と
し
て
関
与
し
た
幕
臣
中
井
清
太
夫
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
事
件
を

当
時
の
幕
政
の
中
で
、
い
か
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
究
す
る
。
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六
四

一
　
口
向
役
人
の
「
不
正
」
と
事
件
の
流
れ

　
ま
ず
は
、
先
行
研
究
お
よ
び
拙
著
に
よ
り
な
が
ら
、
事
件
の
概
要
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　
江
戸
時
代
の
各
御
所
の
収
入
は
当
初
、
幕
府
が
設
定
し
た
料
地
（
禁
裏
料
で
い
え
ば
、
は
じ
め
一
万
石
、
後
、
三
万
石
）
か
ら
の
年
貢

な
ど
と
、
将
軍
家
・
諸
大
名
家
・
諸
寺
社
な
ど
か
ら
の
献
上
金
品
が
お
も
な
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
と
お
り
、
御
所
の
財
政
を
担
っ

た
の
は
口
向
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
幕
臣
で
あ
る
付
武
家
が
実
質
的
に
統
括
し
た
。
ま
た
、
料
地
の
管
理
も
初
期
を
除
い
て
、
幕
臣
で
あ
る

京
都
代
官
が
行
っ
た
。

　
や
が
て
、
上
記
の
よ
う
な
収
入
だ
け
で
は
、
不
足
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
享
保
（
一
七
一
六
～
三
六
）
年
間
後
半
頃

か
ら
、
幕
府
は
「
御
取
替
金
」
と
呼
ば
れ
る
無
利
子
の
貸
付
け
を
朝
廷
に
対
し
て
恒
常
的
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

取
替
金
は
本
来
返
済
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
返
済
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
、
非
常
に
恩
恵
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
天
皇
・
朝
廷
は
、
幕
府
か
ら
の
財
政
的
保
証
や
支
援
な
し
に
、
成
り
立
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た

だ
し
、
幕
府
か
ら
の
保
証
や
支
援
は
、
幕
府
財
政
の
状
況
に
つ
よ
く
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
少
な
く
と
も
明
和
七
（
一
七
七
〇
）
年
頃
か
ら
、
幕
府
財
政
の
悪
化
を
背
景
に
、
幕
府
勘
定
所
は
、
支
出
増
大
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ

た
朝
廷
財
政
に
関
す
る
調
査
を
始
め
た
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
口
向
役
人
の
種
々
の
不
正
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

　
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
十
月
十
五
日
、
幕
命
を
帯
び
た
新
任
の
京
都
町
奉
行
山
村
信
濃
守
良
旺
が
、
不
正
を
働
い
て
い
た
賄
頭
田
村

肥
後
守
以
下
五
名
の
口
向
役
人
を
呼
び
出
し
た
。
同
日
、
京
都
所
司
代
（
以
下
、
所
司
代
）
土
井
利
里
が
武
家
伝
奏
に
、
田
村
ら
に
揚
り
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六
五

屋
入
り
と
解
官
を
申
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
を
関
白
近
衛
内
前
に
伝
え
る
よ
う
言
い
渡
し
た
。
同
月
十
六
日
以
降
、
口
向
役

人
数
十
名
が
順
次
取
調
べ
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
青
綺
門
院
（
桜
町
天
皇
女
御
、
二
条
舎
子
、
二
条
吉
忠
女
）
ら
か
ら
助
命
内
意
が
出

さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
結
局
、
安
永
三
年
八
月
下
旬
に
、
死
罪
四
名
、
遠
島
五
名
、
軽
罪
の
者
も
含
め
る
と
「
仙
洞
御
所

を
含
み
使
番
以
下
侍
分
六
十
六
人
、
下
部
八
十
八
人
合
計
百
五
十
四
人）

1
（

」
に
も
及
ぶ
口
向
役
人
に
対
し
て
、
幕
府
か
ら
処
罰
が
下
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
関
係
し
た
御
用
達
ら
も
罰
せ
ら
れ
、
京
都
代
官
小
堀
邦
直
も
「
御
前
を
は
ば
か
り）

2
（

」
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
口
向
役
人
ら
の
処
罰
理
由
は
、「
貢
納
の
米
穀
及
び
幕
府
御
取
替
の
米
銀
の
一
部
を
御
付
に
無
断
で
借
用
す
る
た
め
購
入
な
き
品
を
帳

面
に
誌
し
、
或
は
偽
の
書
面
を
以
て
御
払
銀
の
一
部
を
掠
め
取
り
、
奥
表
へ
の
納
入
品
を
格
下
に
な
し
、
尚
幕
府
の
取
締
の
命
に
違
背
し

た
等
の
罪
科
」
で
あ
っ
た）

3
（

。

　
さ
ら
に
、
三
井
家
の
京
両
替
店
よ
り
出
さ
れ
た
「
京
都
聞
書
」
に
は
、
獄
死
し
た
「
飯
室
左
衛
門
」（
賄
頭
飯
室
統
義
と
思
わ
れ
る
）

の
男
で
あ
る
「
飯
室
弁
蔵
」
へ
の
申
渡
し
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
口
向
役
人
が
日
記
類
な
ど
に
つ
い
て
、
幕
府
に
対
し
て
「
恐
多
」

い
書
き
方
を
し
た
こ
と
（
詳
細
は
不
明
）、
幕
府
か
ら
の
指
図
は
受
け
が
た
い
な
ど
と
い
い
、
所
司
代
や
禁
裏
付
を
蔑
ろ
に
し
た
こ
と
、

町
人
か
ら
の
賄
賂
の
受
領
や
帳
簿
の
不
正
操
作
に
よ
り
私
腹
を
肥
や
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
問
題
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る）

4
（

。

　
こ
の
事
件
の
後
、
幕
府
に
よ
っ
て
、
朝
廷
財
政
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
処
置
が
行
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
禁
裏
御
所
に
お
い
て
は
、

口
向
の
実
務
上
級
職
で
あ
り
、
物
品
の
購
入
や
事
務
手
続
き
な
ど
を
担
っ
て
い
た
賄
頭
は
、
そ
れ
ま
で
は
幕
臣
一
人
に
朝
廷
側
の
加
勢
一

人
が
加
わ
る
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
が）

5
（

、
事
件
後
は
幕
臣
一
名
の
み
、
そ
れ
も
勘
定
所
系
の
幕
臣
が
独
占
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
じ
く

実
務
上
級
職
で
あ
る
勘
使
と
買
物
使
は
勘
使
兼
買
物
使
と
ひ
と
つ
に
統
合
さ
れ
、
上
座
の
半
分
を
勘
定
所
系
の
幕
臣
が
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
人
件
費
な
ど
に
関
す
る
諸
規
定
の
策
定
と
い
っ
た
こ
と
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
事
件
の
結
果
、
口
向
に
対
す
る
勘
定
所
の
監

督
が
よ
り
強
ま
り
、
そ
の
流
れ
の
中
で
、
安
永
七
年
度
か
ら
は
一
種
の
予
算
制
度
で
あ
る
定
高
制
が
朝
廷
の
各
御
所
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
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六
六

に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
事
件
は
朝
廷
（
朝
廷
財
政
）
に
と
っ
て
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た）

6
（

。

　
さ
て
、
先
行
研
究
お
よ
び
拙
著
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
事
件
の
概
要
は
上
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、

こ
の
事
件
に
際
し
て
は
、
多
く
の
御
用
達
ら
も
処
罰
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
京
都
の
商
人
ら
に
対
し
て
、
幕
府
か
ら
種
々

の
調
査
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
奥
野
高
廣
も
「
安
永
三
年
九
月
に
は
、
口
向
役
所
を
し
て
商
人
の
経
歴
等
を
誌
し
、
之
を
天
野

近（
正
景
、
 禁
裏
付
）

江
守
に
呈
出
せ
し
め
、
御
用
商
人
の
資
格
を
調
査
し
た
」
と
述
べ
て
い
る）

7
（

。
そ
の
た
め
か
、
じ
つ
は
、
多
く
の
関
係
史
料
が
京
都
の
商

家
文
書
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
虎
屋
黒
川
家
文
書
に
は
、
安
永
二
年
十
月
付
京
都
町
奉
行
宛
黒
川
光
治
ら
「
就
御
尋
以
書
付
申
上
候
」
が
あ
る
。

【
史
料
一
】（〈
虎
屋
〉
社
史
編
纂
委
員
会
編
『
虎
屋
の
五
世
紀

　
史
料
編
』
二
〇
〇
三
年
、
一
五
一
・
一
五
二
頁
）

　
　
　「

（
端
裏
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菓
子
や
と
ら
や
近
江
大
掾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
弐
人

　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
就
御
尋
以
書
付
申
上
候

菓
子
商
売
之
者

一
、
去
辰
年
中

御
所
定
式
御
用
代
銀
、
私
請
取
候
節
、
壱
貫
目
ニ
而
凡
拾
匁
よ
り
拾
五
匁
迄
不
足
御
座
候

一
、
去
辰
年
中
定
式
御
用
代
銀
高
、
私
共
三
人
ニ
而
、
凡
弐
拾
弐
貫
目
程
御
座
候

一
、
去
辰
年
中
定
式
御
用
代
銀
御
払
之
節
、
過
銀
有
之
候
得
者
、
其
節
御
賄
方
帳
役
鳥
井
市
右
衛
門
方
江
相
渡
し
申
候
、
一
々
帳
面

ニ
留
置
不
申
候
故
、
過
銀
之
儀
、
得
と
相
知
不
申
候
、
凡
辰
年
壱
ヶ
年
ニ
三
貫
目
程
御
座
候
、
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六
七

（
中
略
）

一
、
諸
御
役
人
中
江
金
銀
貸
申
候
儀
、
一
切
無
御
座
候
、

一
、
諸
御
役
人
中
よ
り
無
尽
講
被
頼
候
義
、
一
切
無
御
座
候
、

一
、
諸
御
役
人
中
振
舞
申
候
儀
、
一
切
無
御
座
候
、

一
、
諸
御
役
人
中
よ
り
自
分
入
用
之
品
売
掛
候
儀
、
一
切
無
御
座
候
、

一
、
御
所
表
御
用
之
品
差
上
置
候
処
、
御
入
用
無
之
旨
御
差
返
シ
被
成
候
儀
、
一
切
無
御
座
候
、

　
　
　
右
申
上
候
通
、
少
も
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

一
条
通
室
町
東
へ
入
町

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
安
永
二
年
巳
十
月�

菓
子
屋

　
近
江
大
掾

　
㊞

　
　

室
町
通
今
出
川
上
ル
町

　
　
　
　
　
　

同
　
能
登
掾

　
㊞

　
　
　
　
　

幼
少
ニ
付
後
見

　
忠
蔵

　
㊞

　
　
　
　
　
　

小
川
通
今
出
川
上
ル
町

　
　
　
　
　
　

同
　
伝
兵
衛

　
㊞

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
御
奉
行
様

　
ま
ず
、
宛
所
の
「
御
奉
行
様
」
は
、
お
そ
ら
く
は
不
正
事
件
の
吟
味
に
あ
た
っ
て
い
た
京
都
町
奉
行
山
村
良
旺
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
同
じ
く
史
料
中
の
「
諸
御
役
人
」
に
つ
い
て
は
、
口
向
役
人
か
京
都
町
奉
行
所
の
役
人
と
思
わ
れ
る
が
、
現
段
階
で
ど
ち
ら
な
の

か
、
明
確
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
史
料
の
全
体
的
な
話
題
は
、
朝
廷
の
「
御
用
」、
財
政
に
関
す
る
も
の
で
あ
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六
八

る
の
で
、「
諸
御
役
人
」
は
口
向
役
人
を
指
す
と
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、【
史
料
一
】
に
関
し
て
考
え
て
い
こ
う
。
第
一
に
、
こ
れ
以
前
に
、
山
村
か
ら
虎
屋
に
「
御

尋
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
虎
屋
の
回
答
が
本
史
料
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
内
容
か
ら
推
察
す
る
と
、「
御
尋
」
は
、
過
銀
の
有

無
と
い
っ
た
御
用
関
係
の
売
上
げ
や
代
銀
受
領
な
ど
に
関
す
る
も
の
、「
諸
御
役
人
」
に
対
す
る
金
銀
の
貸
付
け
や
「
振
舞
」（
馳
走
）、

「
諸
御
役
人
」
か
ら
の
無
尽
講
依
頼
の
有
無
な
ど
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
「
諸
御
役
人
」
に
対
す
る
金
銀
貸

付
け
や
「
振
舞
」、「
諸
御
役
人
」
か
ら
の
無
尽
講
の
依
頼
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
口
向
役
人
が
み
ず
か
ら
の
立
場
を
利
用
し
て
、
御
用
達
に
対
し
て
無
尽
講
の
依
頼
や
金
銀
の
貸
与
を
要
望
し
、
利
益
を
得

よ
う
と
し
て
い
た
姿
が
浮
か
び
あ
が
る）

8
（

。
あ
ら
た
め
て
、
不
正
が
は
び
こ
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
よ
う
。
ま
た
、
従
来
究
明
さ
れ
て
き
た

点
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
口
向
役
人
ら
の
不
正
の
内
実
も
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
同
文
書
中
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
二
】（
前
掲
『
虎
屋
の
五
世
紀

　
史
料
編
』、
一
五
二
・
一
五
三
頁
）

　
　
　
　
　
　
就
御
尋
口
上
書

一
、
乍
恐�

私
儀

禁
裏
御
所
様
御
膳
御
用
御
菓
子
調
進
仕
候
儀
は

後
陽
成
院
様
御
在
位
已
来
相
続
、
御
用
相
勤
差
上
来
り
候
、
尤
已
前
御
用
奉
差
上
候
儀
相
分
り
不
申
候
ニ
付
、
御
断
奉
申
上
候
、
以

上
、

　
　
　
　
　
安
永
三
午
歳
九
月�

虎
屋
近
江
大
掾

　
　

　
　
　
　
　
天
野
近

（
正
景
、
 禁
裏
付
）

江
守
様
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六
九

　
　
　
　
　
　
　
御
役
人
中
様

　
　（
後
略
）

　
こ
ち
ら
も
「
御
尋
」
に
答
え
る
か
た
ち
で
あ
る
が
、
禁
裏
御
所
の
御
用
が
始
ま
っ
た
時
期
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
口
上

書
が
仙
洞
御
所
・
女
院
御
所
の
も
の
に
関
し
て
も
存
在
し
て
お
り
、
朝
廷
関
係
の
御
用
の
始
ま
り
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う）

9
（

。

　
以
上
の
よ
う
な
史
料
は
、
京
都
の
他
家
文
書
中
に
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
（
以
下
、
歴
彩
館
と
略

す
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
船
屋
太
兵
衛
家
文
書
」
中
の
関
係
史
料
に
関
し
て
は
、
そ
の
一
部
を
丸
山
俊
明
が
紹
介
し
て
お
り）

（1
（

、【
史
料

二
】
と
同
種
の
御
用
の
由
来
に
関
す
る
史
料
も
掲
出
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
歴
彩
館
所
蔵
古
久
保
家
文
書
中
の
「
番
日
記）

（（
（

」
安
永
二
年
十
二
月
一
日
条
に
は
、

【
史
料
三
】

　
　
十
二
月
朔
日

　
　（
中
略
）

新
町
通
一
条
下
町

　
　
　
　
　
高
屋
遠
江

　
　
　
　

寺
町
今
出
川
下
ル
弐
町
目

　
　
田
村
肥
後

　
　
　
　

寺
町
丸
太
町
上
ル
所

　
　
　
　
津
田
能
登

　
　
　
　

寺
町
荒
神
口
南

　
　
　
　
　
　
飯
室
左
衛
門
尉

　
　

上
加
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
池
主
鈴

　
　
　
　

（
中
略
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

室
町
椹
木
町
上
町

　
　
　
　
　
八
文
字
屋
善
蔵
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（
佐
藤
）�

七
〇

右
名
前
よ
り
金
銀
貸
借
致
居
候
者

引
合
有
之
者
、
且
右
之
者
共
所
持
家
屋
敷
・
田
畑
・
山
林

道
具
等
預
り
居
候
者
有
之
候
は
、

委
細
書
付
を
以
西

　
御
役
所
へ
申
出
候
様
、
拙
者
共
よ
り
申
通
候
様
被
仰
出
候
間
、
此
段
申
達
候
、
以
上

　
　
　
　
巳
十
一
月�

古
久
保
勘
十
郎

　
　

百
万
遍
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
本
庄
角
之
丞

　
　
　

北
野
真
盛
町

　
　
　
　
　
　
　
世
続
右
兵
衛

　
　
　

川
原
町
荒
神
口
下
ル
弐
町
目

　
鳥
居
市
右
衛
門

　
　

寺
町
鞍
馬
口
下
町

　
　
　
　
　
久
保
田
利
蔵

　
　
　

右
名
前
よ
り
金
銀
貸
借
致
居
候
者

引
合
在
之
も
の
、
且
右
之
者
共
所
持
家
屋
敷
・
田
畑
・
山
林

道
具
等
預
り
居
候
者
有
之
候

ハ
ヽ
、
委
細
書
付
以
西
御
役
所
江
申
出
候
様
、
拙
者
共
よ
り
申
通
候
様
被
仰
出
候
間
、
此
段
申
達
候
、
以
上

　
　
　
　
巳
十
一
月�

古
久
保
勘
十
郎

　
　

　
　「
右
弐
通
名
前
は
、
此
度

　
御
所
役
人
御
吟
味
筋
ニ
付
、
揚
り
屋
入
牢
等
被
仰
付
候
名
前
也
」

　
と
あ
る
。
田
村
肥
後
以
下
、
不
正
を
働
い
た
と
し
て
摘
発
さ
れ
た
口
向
役
人
ら
か
ら
金
銀
を
貸
借
し
た
り
、
所
持
の
家
屋
敷
な
ど
を
預

か
っ
て
い
た
り
す
る
者
が
い
れ
ば
、
京
都
西
町
奉
行
所
へ
届
け
出
よ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
触
れ
が
出
さ
れ
た
理
由
を
実

証
的
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
田
村
ら
と
繋
が
り
が
あ
る
人
物
、
あ
る
い
は
田
村
ら
の
「
財
産
」
そ
の
も
の
の
調
査
を
し
て
い
る

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
京
都
の
商
家
文
書
な
ど
に
は
、
不
正
事
件
に
関
わ
る
種
々
の
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
、
あ

ら
た
な
歴
史
的
事
実
も
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
用
い
た
本
事
件
の
研
究
は
、
今
後
の
課
題
と
な
る）

（1
（

。
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七
一

　
さ
て
、
事
件
の
概
要
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
点
以
外
に
も
、
究
明
す
べ
き
課
題
が
種
々
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
、
本
事
件
に
お
け
る
中
井
清
太
夫
九
敬
（
以
下
、
清
太
夫
）
の
動
向
が
あ
る
。
清
太
夫
に
関
し
て
は
、
前
述

し
た
「
京
都
聞
書
」
に
、「
安
永
二
年
巳
九
月
上
旬
京
都
町
奉
行
山
村
信
濃
守
様
御
京
着
之
上
、
御
所
御
賄
頭
已
下
御
役
人
中
私
欲
之
筋

在
之
、
信
濃
守
様

銅
座
詰
中
井
清
太
夫
様
御
立
会
之
上
御
吟
味
相
成
、
入
牢
等
被
仰
付
在
之
候
処
、
翌
年
午
九
月
中
落
着
、
京
都
聞
書

之
写
、
左
之
通
」
と
の
記
述
が
あ
る）

（1
（

。
こ
こ
か
ら
、
京
都
町
奉
行
山
村
良
旺
と
と
も
に
銅
座
詰
（
の
勘
定
役
人
）
で
あ
っ
た
清
太
夫
が
、

吟
味
の
際
に
立
ち
会
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
清
太
夫
は
、
こ
の
時
期
、
勘
定
所
の
役
人
と
し
て
、
大
坂
表
の
御
用
を
勤
め
、
米
切
手
統
制
策
の
掛
り
に
も
任
命
さ
れ
る
な
ど
、
重
要

な
働
き
を
見
せ
て
い
た
。「
山
師
」
と
も
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
有
能
な
反
面
、
悪
評
も
多
か
っ
た
と
い
い
、
田
沼
時
代
を
象
徴
す
る

よ
う
な
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る）

（1
（

。

　
清
太
夫
は
こ
の
事
件
の
後
、
甲
州
上
飯
田
代
官
と
な
り
、
そ
の
後
、
甲
府
代
官
を
経
て
、
小
名
浜
代
官
に
転
任
、
寛
政
三
（
一
七
九

一
）
年
に
処
罰
を
受
け
、
免
職
さ
れ
て
い
る
が）

（1
（

、
彼
が
こ
の
事
件
に
い
か
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
、
あ
ま
り
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い）

（1
（

。
本
事
件
を
考
究
す
る
う
え
で
、
究
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
章
を
改
め
て
、
こ
の
点
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
く
。

二
　「
諸
家
系
譜
」
か
ら
み
る
中
井
清
太
夫
と
不
正
事
件

　
こ
の
事
件
に
ふ
か
く
関
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
清
太
夫
の
履
歴
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
と
、
河
内
国
楠
葉
村
出
身
で
、
宝
暦

九
（
一
七
五
九
）
年
に
御
徒
、
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
に
支
配
勘
定
、
同
年
に
勘
定
吟
味
方
改
役
並
、
翌
五
年
に
勘
定
吟
味
方
改
役
、
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藤
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七
二

明
和
八
年
に
勘
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
窪
田
頌
ら
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
不
正
事
件
に

お
け
る
清
太
夫
の
動
き
は
、
あ
ま
り
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
窪
田
が
前
述
の
論
文
上
で
用
い
た
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
諸

家
系
譜
」
中
の
「
先
祖
書
」
か
ら
、
不
正
事
件
に
お
け
る
清
太
夫
の
動
向
を
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
（
以
下
、
と
く
に
注
記
が

な
い
限
り
、
こ
の
史
料
が
出
典
で
あ
る）

（1
（

）。

【
史
料
四
】

（
前
略
）
同（

明
和
）六

己
丑
年
四
月
廿
八
日

仙
洞
御
所
御
普
請
御
用
掛
り
被

　
仰
付
旨
、
松
平
右（

武
元
、
 老
中
）

近
将
監
殿
被
仰
渡
候
段
、
川
井
次（

久
敬
、
 勘
定
吟
味
役
）

郎
兵
衛
申
渡
、
同
年
五
月
廿
四
日
、
於
御

右
筆
部
屋
縁
頬
御
暇
・
拝
領
物
被

　
仰
付
候
旨
（
中
略
）
右
御
用
ニ
付
、
在
京
中
外
御
用
向
も
相
兼
相
勤
罷
在
、

同
七
庚
寅
年
十
二
月
廿
七
日
、

仙
洞
御
所
御
普
請
御
用
相
勤
候
為
御
褒（「

美
」
 脱
カ
）

、
従

禁
裏
縮
緬
三
巻
（
中
略
、
紗
綾
な
ど
仙
洞
か
ら
の
分
）
於
御
所
拝
領
仕
、
右
御
用
向
相
済
、
帰
府
仕
、
同
八
辛
卯
年
正
月
十
五
日
於

御
納
戸
構

御
目
見
被

　
仰
付
、
同
年
四
月
十
六
日
右
御
用
相
勤
御
褒
美

在
京
中
臨
時
御
用
向
相
勤
候
付
、
別
段
銀
子
被
下
置
候
旨
、
於
御
右

筆
へ
や
縁
頬
松
平
右
近
将
監
殿
被
仰
渡
、
金
二
枚
・
別
段
銀
十
枚
拝
領
仕
、
同
年
十
二
月
四
日
御
勘
定
被

　
仰
付
（
後
略
）

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
勘
定
吟
味
方
改
役
で
あ
っ
た
清
太
夫
は
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
に
仙
洞
御
所
普
請
の
御
用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
、
京
都

に
赴
き
、
在
京
中
、「
外
御
用
向
も
相
兼
」
ね
た
と
い
う
。
清
太
夫
の
御
用
掛
任
命
を
申
し
渡
し
た
勘
定
吟
味
役
川
井
久
敬
は
、
幕
府
の

財
政
政
策
（
と
く
に
貨
幣
政
策
）
の
中
で
重
要
な
働
き
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
人
物
で）

（1
（

、
彼
も
明
和
七
年
正
月
に
、
仙
洞
御
所
普
請
の

「
御
用
」
の
た
め
、
京
都
に
出
向
い
て
い
る
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
柳
営
補
任

　
二
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
三
年
、
六
一
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七
三

頁
）。
さ
て
、
清
太
夫
は
、
明
和
七
年
十
二
月
二
十
七
日
に
仙
洞
御
所
の
「
御
普
請
御
用
」
を
勤
め
た
褒
美
を
朝
廷
側
か
ら
も
ら
い
、
そ

の
後
、
江
戸
に
戻
り
、
明
和
八
年
四
月
十
六
日
に
は
、
同
御
用
と
「
在
京
中
臨
時
御
用
向
」
を
勤
め
た
褒
美
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
同
年
十
二
月
四
日
に
は
、
勘
定
に
な
っ
て
い
る
。

　
武
家
伝
奏
広
橋
兼
胤
の
公
用
日
記
で
あ
る
「
兼
胤
記
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）
安
永
元
（
一
七
七
二
）
年
十
二
月
二
十
一
日

条
に
は
、「
禁
裏

　
女
院

　
新
女
院
御
取
替
年
々
相
嵩
ニ
付
、
去
々
年
川
井
越（

久
敬
）

前
守
在
京
候
節
以
来
、
御
賄
方
等
之
儀
申
談
」
と
あ
り
、

川
井
は
こ
の
仙
洞
御
所
普
請
の
「
御
用
」
の
際
、
所
司
代
と
朝
廷
の
「
御
賄
方
」
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
朝
廷
財
政
に
対

す
る
勘
定
所
の
監
督
強
化
が
始
ま
っ
て
お
り
、
川
井
と
所
司
代
の
相
談
は
、
こ
の
勘
定
所
の
動
き
の
前
提
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る）

11
（

。

　
前
掲
【
史
料
四
】
か
ら
、
清
太
夫
も
同
時
期
に
京
都
に
い
た
と
思
わ
れ
、
川
井
と
所
司
代
と
の
間
で
相
談
が
あ
っ
た
朝
廷
の
「
御
賄

方
」
関
連
の
動
き
に
も
関
与
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
在
京
中
に
兼
ね
て
い
た
と
い
う
「
外
御
用
向
」
が
朝
廷
の
「
御
賄
方
」
に
関
係

す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
明
確
に
で
き
な
い
が
、
清
太
夫
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
勘
定
吟
味
方
改
役
は
川
井
が
在
職
し

て
い
た
勘
定
吟
味
役
の
支
配
に
あ
り
、
実
際
清
太
夫
は
川
井
か
ら
仙
洞
御
所
普
請
御
用
掛
任
命
を
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
（
前
述
、【
史
料

四
】）。
以
上
の
よ
う
な
川
井
と
清
太
夫
と
の
関
係
性
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
清
太
夫
は
不
正
事
件
以
前
、
明
和
六
・
七
年
頃
か
ら
、

川
井
の
下
で
、
朝
廷
財
政
の
調
査
を
行
っ
て
い
た
（
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
関
係
し
て
い
た
）
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
つ
づ
け
て
【
史
料
五
】
を
検
討
し
よ
う
。

【
史
料
五
】

（
前
略
）
同
九
壬
辰
年
二
月
二
日
、
大
坂
銅
座
詰
被
差
遣
候
付
、
在
坂
中
上
方
筋
新
田
方
御
用
兼
相
勤
可
申
旨
松
平
右
近
将
監
殿
被

仰
渡
候
段
御
勘
定
奉
行
石
谷
備

（
清
昌
、
 勘
定
奉
行
）

後
守
申
渡
、
同
月
十
八
日
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
御
暇
・
拝
領
物
被

　
仰
付
候
旨
松
平
右
近
将
監
殿
被
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仰
渡
、
金
弐
枚
・
時
服
二
拝
領
仕
、
右
御
用
ニ
而
在
坂
中
臨
時
御
用
筋
も
有
之
相
勤
罷
在
候
処
、
御
差
急
之
御
用
有
之
候
間
、
取
調

相
残
候
分
は
交
代
之
者
江
申
送
、
帰
府
可
仕
旨
、
松
平
右
近
将
監
殿
被
仰
渡
候
段
、
石
谷
備
後
守
・
川
井
越
前
守
ゟ
申
越
候
之
間
、

帰
府
仕
（
後
略
）

　
中
井
は
明
和
九
年
に
銅
座
詰
を
命
ぜ
ら
れ
、
在
坂
す
る
。「
臨
時
御
用
筋
」
も
あ
り
、
勤
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
急
な
「
御
用
」
が
あ
り
、

残
務
は
交
代
の
者
へ
引
き
継
い
だ
う
え
で
、
帰
府
せ
よ
と
い
う
命
を
受
け
て
、
江
戸
に
戻
っ
た
と
い
う
。

　
そ
の
後
、【
史
料
五
】
の
つ
づ
き
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
六
】

安
永
二
癸
巳
年
四
月
廿
八
日
於
御
納
戸
構

御
目
見
被

　
仰
付
、
同
年
八
月
廿
二
日
銅
座
詰
相
勤
候
御
褒
美

外
御
用
兼
相
勤
候
付
、
別
段
銀
子
被
下
置
候
旨
、
於
御
右
筆
部
屋

縁
頬
松
平
右
近
将
監
殿
被
仰
渡
、
銀
十
枚
・
別
段
銀
十
枚
拝
領
仕
、
同
年
九
月
六
日
、
御
材
木
方
為
御
用
京
都
江
被
差
遣
候
旨
、
松

平
右
近
将
監
殿
被
仰
渡
候
段
、
石
谷
備
後
守
申
渡
、
同
月
八
日
於
御
右
筆
へ
や
縁
頬
御
暇
・
拝
領
物
被

　
仰
付
候
旨
、
松
平
右
近
将

監
殿
被
仰
渡
、
金
弐
枚
・
時
服
二
拝
領
仕
、
右
御
用
ニ
而
在
京
中
御
所
御
役
人
不
埒
之
仕
来
も
有
之
ニ
付
、
京
都
町
奉
行
山
村
信
濃

守
・
御
付
天
野
近

（
正
景
、
 禁
裏
付
）

江
守
江
吟
味
被

　
仰
付
候
間
、
於
江
戸
表
御
隠
密
を
以
被
仰
渡
候
通
相
心
得
、
立
合
相
勤
可
申
旨
松
平
右
近
将
監

殿
被
仰
渡
候
段
同
年
十
月
十
二
日
山
村
信
濃
守
申
渡
相
勤
（
後
略
）

　
安
永
二
年
九
月
に
材
木
方
御
用
と
し
て
、
京
都
へ
の
派
遣
が
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
、「
於
江
戸
表
御
隠
密
を
以
被
仰
渡
候
通
相
心
得
、

立
合
相
勤
可
申
旨
松
平
右
近
将
監
殿
被
仰
渡
候
段
」、
す
な
わ
ち
、
江
戸
で
内
密
に
命
ぜ
ら
れ
た
と
お
り
に
心
得
、
口
向
役
人
不
正
事
件

の
吟
味
の
立
合
い
を
す
る
よ
う
に
と
の
老
中
松
平
武
元
か
ら
の
指
示
が
、
山
村
か
ら
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
考
え
て
、

材
木
方
御
用
は
建
前
で
、
本
命
は
、
不
正
事
件
関
係
の
京
都
派
遣
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る）

1（
（

。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
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【
史
料
五
】
の
帰
府
も
不
正
事
件
の
た
め
の
江
戸
召
還
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
さ
て
、
こ
の
【
史
料
六
】
の
つ
づ
き
が
、
つ
ぎ
の
【
史
料
七
】
で
あ
る
。

【
史
料
七
】

（
前
略
、【
史
料
六
】
の
つ
づ
き
）
右
御
用
相
済
、
帰
府
仕
、
同
三
甲
午
年
三
月
廿
七
日
於
羽
目
之
間
、

御
目
見
被

　
仰
付
、
同
年
六
月
十
九
日
右
在
京
中
御
用
向
格
別
骨
折
相
勤
候
ニ
付
、
御
褒
美
被
下
置
候
旨
、
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
松

平
右
近
将
監
殿
被
仰
渡
、
金
三
枚
拝
領
仕
、
同
年
七
月
廿
六
日
御
代
官
被

　
仰
付
候
旨
（
中
略
）
同

（
天
明
七
年
）

年
十
二
月
七
日
御
代
官
青
木

楠（
紀
明
、
 大
坂
代
官

 〈鈴
木
町
南
〉）

五
郎
支
配
所
為
御
取
締
大
坂
表
江
被
差
遣
旨）

11
（

、
牧
野
備（

貞
長
、
 老
中
）

後
守
殿
被
仰
渡
、
御
暇
、
拝
領
物
金
弐
枚
・
時
服
二
被
下
置
、
右
御
用

中
、

禁
裏
炎
上
其
外
焼
失
ニ
付
、
御
勘
定
方
被
差
遣
候
ニ
付
、
右
取
締
御
用
向
御
代
官
江
被
談
置
、
出
京
可
仕
旨
牧
野
備
後
守
殿
被
仰
渡
、

相
勤
、

同
八
申
年
三
月
十
五
日

　
御
目
見
被

　
仰
付
（
後
略
）

　
事
件
の
立
会
い
後
、
帰
府
し
、
在
京
中
の
「
御
用
向
」
に
関
す
る
勤
労
に
対
し
て
褒
美
を
下
賜
さ
れ
、
や
が
て
、
代
官
（
前
述
し
た
よ

う
に
、
甲
州
上
飯
田
代
官
）
に
な
っ
た
。
そ
の
後
も
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
の
京
都
大
火
で
御
所
な
ど
が
焼
亡
し
た
際
に
は
、
京
都
で

御
用
を
果
た
し
た
と
い
う
。

三
　「
番
日
記
」
か
ら
み
る
中
井
清
太
夫
の
動
向

　
さ
て
、
つ
ぎ
に
前
述
の
「
番
日
記
」
か
ら
不
正
事
件
に
お
け
る
清
太
夫
の
行
動
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
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【
史
料
八
】（「
番
日
記
」）

（
安
永
二
〈
一
七
七
三
〉
年
七
月
二
十
四
日
条
）

西
町
御
奉
行
長
谷
川
備

（
宣
雄
、
 七
月
十
七
日
没
す
）

中
守
様
御
遠
行
、
御
跡
役
十
人
御
目
付
之
内
、
山
村
十
郎
右
衛
門
様
被
為
蒙

　
仰
候
（
後
略
）

（
九
月
九
条
）

一
、
西
町
御
奉
行
山
村
十
郎
右
衛
門
様
御
事
、
称
山
村
信
濃
守
様
と
候
旨
、
申
来
ル
「
但
江
戸
御
出
立
九
月
廿
三
日
、
木
曽
路
御
通

行
被
成
候
旨
、
信
州
福
嶋
御
関
所
御
番
山
村
甚
兵
衛
殿
御
同
家
ニ
付
、
御
立
寄
御
止
宿
被
成
候
由
ニ
付
、
京
着
日
限
未
相
知
候

事
」

（
九
月
二
十
六
日
条
）

一
、
中
井
清
太
夫
殿
・
佐
久
間
甚
八
殿
、
江
戸
表
よ
り
御
上
京
被
成
候

　
幕
命
を
受
け
、
事
件
の
吟
味
を
主
導
す
る
山
村
（
前
述
）
が
、
京
都
町
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
江
戸
を
出
立
し
、
京
都
に
向
か
う

こ
と
な
ど
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
（
京
着
は
十
月
九
日
（【
史
料
九
】）。
さ
ら
に
、
清
太
夫
が
、
山
村
到
着
の
一
足
先
の
九
月
二
十
六
日

に
、
佐
久
間
甚
八
と
と
も
に
上
京
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
山
村
が
江
戸
か
ら
の
旅
中
「
立
寄
」
を
し
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る

が
、
本
格
的
な
吟
味
を
開
始
す
る
前
の
下
準
備
の
た
め
に
、
山
村
よ
り
す
こ
し
前
に
京
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
九
】（「
番
日
記
」）

（
九
月
二
十
九
日
条
）

土
井
大
炊（

マ
マ
、
 頭
、
 利
里
、
 所
司
代
）

守
様
、
昨
日
御
参
府
被
成
候
筈
ニ
先
達
而
噂
在
之
候
得
共
、
西
殿
様
江
戸
表
よ
り
何
か
と
隠
密
御
用
被
為

　
蒙
候
旨
ニ
而
、
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右
御
参
府
相
延
候
趣
ニ
候
事

（
十
月
九
日
条
）

西
御
奉
行
山
村
信
濃
守
様
御
上
京
被
成
候
付
、
仲
間
例
之
通
三
条
橋
東
迄
御
出
迎
申
上
候
而
（
後
略
）

（
十
月
十
二
日
条
）

　
　
一
、
西
殿
様
被
為
蒙

　
仰
候
御
隠
密
御
用
始
候
由

　
町
代
は
九
月
二
十
九
日
に
は
、「
西
殿
様
」
＝
京
都
町
奉
行
山
村
が
「
隠
密
御
用
」
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
取
得
し
て
い

る
。「
隠
密
御
用
」
の
具
体
的
な
中
身
を
ど
こ
ま
で
把
握
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
町
代
が
京
都
で
何
ら
か
の
騒
動
が
起
き
る
こ

と
を
事
前
に
知
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
十
月
十
二
日
条
に
は
、
山
村
が
命
ぜ
ら
れ
た
「
隠
密
御
用
」
が
始
ま
っ
た
よ
う
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
田
村
ら
口
向
役
人
五

名
を
山
村
が
呼
び
出
し
た
の
は
十
月
十
五
日
で
あ
る
が
（
前
述
）、
実
際
に
行
動
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
の
よ
う
で
あ

る
。
十
五
日
条
に
は
、「
尤
中
井
清
太
夫
御
立
会
ニ
て
候
」
と
吟
味
に
清
太
夫
が
立
ち
会
っ
た
こ
と
も
書
き
記
さ
れ
て
お
り
、
以
後
、
商

人
ら
の
入
牢
な
ど
の
記
事
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
（
十
九
日
条
な
ど
）。

　
安
永
三
年
三
月
六
日
条
に
は
「
一
、
御
所
役
人
御
吟
味
筋
ニ
付
、
先
達
而
御
上
京
被
成
候
中
井
清
太
夫
殿
・
佐
久
間
甚
八
殿
、
今
朝
関

東
へ
御
発
足
被
成
候
事
」
と
あ
り
、
清
太
夫
は
、
こ
の
日
に
退
京
し
た
よ
う
で
あ
る
。
口
向
役
人
ら
の
処
罰
が
な
さ
れ
る
の
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
八
月
下
旬
で
あ
る
が）

11
（

、
三
月
六
日
の
清
太
夫
ら
退
京
時
点
で
事
件
の
大
筋
に
関
す
る
捜
査
は
終
了
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
清
太
夫
と
共
に
上
京
し
て
い
た
佐
久
間
甚
八
も
こ
の
日
に
退
京
す
る
が
、
佐
久
間
は
の
ち
に
京
都
入
用
取
調
役
と
な
る）

11
（

。
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佐
久
間
に
関
し
て
は
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
も
あ
る
。

【
史
料
一
〇
】（「
兼
胤
記
」
安
永
三
年
九
月
十
日
条
）

一
、
近

（
天
野
正
景
、
 禁
裏
付
）

江
守
申
、
山
村
信
濃
守
組
同
心
三
人

　
御
所
軽
キ
役
所
々
々
江
出
役
為
致
候
由
、
大（

土
井
利
里
、
 所
司
代
）

炊
頭
申
渡
候
由
、
仍
勤
方
相
尋
候
処
、

若（
と
も
に
京
都
入
用
取
調
役
）

林
源
内
・
佐
久
間
甚
八
下
役
之
様
な
る
者
ニ
而
、
両
人
之
者
不
被
立
入
軽
所
ニ
ハ
、
此
三
人
之
者
参
ニ
而
御
用
向
取
調
候
由

也
関
白
殿
へ
申
上
、
葉

室
へ
も
申
入
置
了

　
①
御
所
向
取
締
掛
で
あ
る
京
都
町
奉
行
山
村
の
同
心
三
名
を
御
所
の
「
軽
キ
役
所
」
に
出
役
さ
せ
る
、
②
こ
の
三
名
は
京
都
入
用
取
調

役
）
11
（

の
佐
久
間
と
若
林
の
「
下
役
之
様
な
る
者
」
で
、
佐
久
間
と
若
林
が
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
御
所
の
「
軽
所
」
に
入
り
込
み
、
監
査
を

す
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
佐
久
間
と
若
林
、
そ
し
て
こ
の
同
心
三
名
ら
が
協
力
し
て
、
口
向
各
部
署
の
す
み
ず
み
に

ま
で
、
監
査
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る）

11
（

。

　
事
件
後
、
幕
府
は
朝
廷
財
政
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
処
置
を
実
施
し
た）

11
（

が
、【
史
料
一
〇
】
か
ら
は
、
そ
の
一
環
に
、
佐
久
間
も
京
都

入
用
取
調
役
と
し
て
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
清
太
夫
と
と
も
に
上
京
し
て
き
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
佐
久

間
も
不
正
事
件
の
吟
味
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
佐
久
間
の
京
都
入
用
取
調
役
任
命
や
種
々
の
処
置
へ
の
関
与
は
、
そ

の
経
験
を
買
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
　
事
件
と
幕
府
の
遠
国
都
市
政
策
と
の
関
係

　
前
節
ま
で
、
中
井
清
太
夫
の
動
向
を
追
っ
て
き
た
。
ま
ず
は
こ
の
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
頃
を
境
に
朝
廷
財
政
に
対
す
る
勘
定
所
の
監
督
強
化
が
は
じ
ま
っ
た
。
川
井
は
そ
れ
以
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前
の
明
和
七
年
に
仙
洞
御
所
普
請
御
用
の
た
め
、
上
京
し
、
所
司
代
と
朝
廷
財
政
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
朝
廷
財

政
に
対
す
る
勘
定
所
の
監
督
強
化
の
前
提
と
な
る
行
動
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
朝
廷
財
政
に
関
す
る
調
査
は
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
調
査
の
中
で
、
口
向
役
人
の
不
正
の
実
態
も
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
清
太
夫
も
同
じ
よ
う
な
時
期
に
仙
洞

御
所
普
請
御
用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
、
在
京
し
て
い
た
。

　
留
意
す
べ
き
は
、
清
太
夫
と
川
井
の
関
係
性
で
あ
る
。
仙
洞
御
所
普
請
御
用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
点
で
、
清
太
夫
は
勘
定
吟
味
方
改
役

で
あ
り
、
申
し
渡
し
た
川
井
は
勘
定
吟
味
役
、
つ
ま
り
、
川
井
は
清
太
夫
の
上
役
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
川
井
が
朝
廷
財
政
の
問
題
に
関

し
て
京
都
で
所
司
代
と
相
談
し
て
い
た
時
期
に
も
、
清
太
夫
は
同
御
用
掛
と
し
て
在
京
し
て
お
り
、
清
太
夫
も
ま
た
、
朝
廷
の
「
御
賄

方
」
問
題
に
携
わ
り
、
口
向
役
人
不
正
事
件
に
つ
な
が
る
よ
う
な
朝
廷
財
政
の
調
査
に
も
ふ
か
く
関
与
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
川
井
は
幕
府
の
財
政
政
策
（
と
く
に
貨
幣
政
策
）
の
中
で
重
要
な
働
き
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
明
和
八
年

二
月
に
勘
定
奉
行
と
な
り
（
前
掲
『
柳
営
補
任

　
二
』、
四
五
頁
）、
不
正
事
件
当
時
も
在
職
す
る
。
不
正
事
件
当
時
、
清
太
夫
は
勘
定
で

あ
り
、
こ
の
時
点
で
も
、
や
は
り
川
井
の
属
吏
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
の
意
味
で
い
う
と
、
明
和
七
年
頃
か
ら
口
向
役
人
不
正
事
件
に
至
る
ま
で
、
川
井
と
清
太
夫
は
連
携
し
て
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る）

11
（

。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
不
正
事
件
は
、
勘
定
所
に
よ
る
朝
廷
財
政
監
督
強
化
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
案
件
と
い
う
意

味
合
い
が
濃
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
さ
ら
に
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
事
件
に
は
京
都
東
町
奉
行
が
ほ
と
ん
ど

関
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
京
都
西
町
奉
行
の
山
村
が
幕
命
を
帯
び
、
こ
の
事
件
の
吟
味
を
担
当
し
て
い
た
わ
け
で
、

東
町
奉
行
が
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
自
体
は
、
さ
ほ
ど
お
か
し
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
じ
つ
は
こ
の
時
期
、
京
都
東
町
奉
行

も
、
口
向
役
人
不
正
事
件
と
は
違
っ
た
重
要
な
案
件
に
向
き
合
っ
て
い
た
こ
と
を
塚
本
明
が
指
摘
し
て
い
る
。

　
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
三
月
六
日
に
死
去
し
た
酒
井
忠
高
の
後
、
同
月
二
十
日
に
赤
井
忠
晶
が
京
都
東
町
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
た
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（『
柳
営
補
任

　
五
』）。
こ
の
赤
井
の
動
向
に
関
し
て
、
塚
本
が
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
安
永
期
に
赤
井
が
、
町
代
の

町
奉
行
所
に
対
す
る
役
務
を
増
や
し
、（
町
代
の
）「
町
奉
行
所
の
「
行
政
官
」
と
し
て
の
性
格
」
を
増
大
さ
せ
た
こ
と
（
そ
れ
は
町
代
に

と
っ
て
は
仕
事
量
増
加
と
な
っ
た
）
や
、
触
れ
の
伝
達
な
ど
に
関
し
て
、
不
手
際
の
あ
っ
た
町
代
ら
へ
の
処
罰
を
含
む
「
職
務
励
行
の
徹

底
（
増
長
の
禁
止
）」
な
ど
を
行
い
、
町
奉
行
の
町
代
に
対
す
る
統
制
を
強
化
し
た
こ
と
、
町
方
の
火
消
し
制
度
を
町
奉
行
直
轄
体
制
に

改
編
し
た
こ
と
な
ど
を
究
明
し
て
い
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
東
町
奉
行
所
は
「
都
市
の
行
政
機
構
に
関
わ
る
画
期
的
な
政
策
を
い
く
つ
も
打
ち
出
し
て
い
る
」「
社
会
構
造
の
変
化

に
伴
う
訴
訟
の
増
大
や
従
来
の
組
織
機
構
の
機
能
低
下
を
、
町
奉
行
所
の
課
題
と
し
て
深
刻
に
受
け
止
め
、
町
奉
行
所
の
主
導
に
よ
っ
て

制
度
の
整
備
・
再
構
築
を
行
う
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と
し
た
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
こ
の
時
期
の
京
都
で
の
都
市
政
策
と
し
て
見

る
べ
き
も
の
の
大
部
分
は
、
東
町
奉
行
所
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
」
と
論
じ
、
田
沼
時
代
に
は
、「
株
仲
間
政
策
を
始
め
と
す
る
経
済
政
策

以
外
に
も
、
行
政
制
度
の
整
備
を
中
核
と
す
る
、
独
自
の
都
市
政
策
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　
塚
本
の
こ
れ
ら
の
指
摘
と
口
向
役
人
不
正
事
件
に
お
け
る
西
町
奉
行
山
村
の
動
き
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
京
都
の
市
中
に
関
す
る

こ
と
は
東
町
奉
行
の
赤
井
が
担
う
一
方
で
、
朝
廷
の
口
向
関
連
の
こ
と
は
西
町
奉
行
の
山
村
が
担
当
す
る
と
い
う
分
担
に
な
っ
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
都
市
京
都
を
特
徴
づ
け
る
最
大
の
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
天
皇
・
朝
廷
（
の
お
も
に
財
政
）
に
関
す
る

改
革
と
都
市
京
都
の
行
政
改
革
を
、
東
西
町
奉
行
が
う
ま
く
分
担
し
な
が
ら
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
（
も
ち
ろ
ん
、
口

向
の
取
締
は
、
町
人
や
商
人
に
関
す
る
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
お
り
、
ひ
ろ
い
意
味
で
い
え
ば
、
都
市
京
都
の
行
政
改
革
と
関
係
す
る
も

の
で
あ
っ
た
）。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
が
み
ら
れ
た
の
は
、
京
都
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
塚
本
が
述
べ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
そ
う

で
は
な
い
。
田
沼
政
権
が
ひ
ろ
く
実
施
し
た
「
独
自
の
都
市
政
策
」
の
一
環
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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安
永
期
の
す
こ
し
前
、
元
文
─
明
和
期
（
一
七
三
六
─
七
二
）
に
は
、
長
崎
に
お
い
て
も
多
様
な
改
革
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
具
体
的

に
は
、
勘
定
奉
行
の
長
崎
奉
行
兼
任
や
勘
定
役
人
の
長
崎
奉
行
所
常
駐
、
地
下
役
人
の
把
握
・
統
制
の
た
め
の
種
々
の
取
決
め
の
策
定
な

ど
で
あ
り
、
長
崎
に
お
い
て
勘
定
所
の
影
響
力
が
飛
躍
的
に
強
ま
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　
こ
の
長
崎
で
の
改
革
が
一
段
落
着
い
た
後
に
、
京
都
で
の
改
革
が
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
は
、
長
崎
、
京

都
と
幕
府
直
轄
の
遠
国
都
市
で
、
か
つ
そ
の
統
治
に
緩
み
が
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
場
所
で
、
幕
府
に
よ
る
改
革
が
実
施
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
口
向
役
人
不
正
事
件
に
つ
い
て
筆
者
は
、
老
中
・
勘
定
所
に
と
っ
て
「
幕
府
役
人
（
勘
定
役
人
）
の
手
が
あ
ま
り
及
ば

な
い
禁
裏
財
政
に
切
り
込
む
契
機
」、
朝
廷
財
政
に
対
す
る
勘
定
所
の
監
督
強
化
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
問
題
と
以
前
論
じ
た

こ
と
が
あ
る）

1（
（

。
そ
れ
は
そ
れ
で
事
実
で
あ
る
と
思
う
が
、
よ
り
お
お
き
く
み
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
幕
府
は
、
遠
国
の
直
轄
都
市
に
対
し
て
、

勘
定
所
の
監
督
強
化
を
含
む
改
革
を
幅
ひ
ろ
く
実
施
し
、
統
治
の
緩
み
を
引
き
締
め
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ほ
か
の
諸
都

市
の
実
態
に
関
し
て
は
課
題
と
な
る
が
、
現
時
点
で
は
上
記
の
よ
う
に
考
察
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
口
向
役
人
不
正
事
件
に
お
け
る
中
井
清
太
夫
の
動
向
と
、
当
該
期
の
幕
政
上
に
お
け
る
本
事
件
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
究
し

て
き
た
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
点
な
ど
に
関
し
て
、
繰
り
返
す
こ
と
は
せ
ず
、
最
後
に
い
く
つ
か
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
筆
を
擱

き
た
い
。

　
ま
ず
、
最
大
の
課
題
は
、
口
向
の
実
態
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
口
向
は
財
政
を
は
じ
め
と
す

る
種
々
の
実
務
を
司
っ
た
部
局
で
あ
り
、
近
世
朝
廷
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
も
そ
も
専
論
的
な
研
究
が
少
な
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く
、
そ
の
実
態
が
ほ
と
ん
ど
考
究
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
賄
頭
や
勘
使
ら
口
向
役
人
の
性
格
や
職
務
の
内
実
な
ど
と
い
っ
た
基
礎

的
な
事
実
さ
え
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
口
向
お
よ
び
そ
こ
に
勤
仕
す
る
口
向
役
人
の
実
態
の
解
明
は
、
本
事
件
お
よ
び
近
世
の
天
皇
・
朝

廷
研
究
に
と
っ
て
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る）

11
（

。

　
ま
た
、
当
該
期
の
京
都
に
お
い
て
、
東
町
奉
行
・
西
町
奉
行
そ
れ
ぞ
れ
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
種
々
の
改
革
、
と
く
に
西
町
奉

行
が
担
っ
て
い
た
そ
れ
の
内
実
に
関
し
て
も
、
い
ま
だ
不
明
な
点
は
多
い
。
さ
ら
に
、
当
該
期
に
お
け
る
幕
府
の
遠
国
直
轄
都
市
に
対
す

る
政
策
の
全
般
的
な
考
究
も
不
十
分
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
幕
府
は
、
こ
の
時
期
、
統
治
の
緩
み
が
み
ら
れ
る
遠
国

直
轄
都
市
の
支
配
体
制
の
引
締
め
を
ひ
ろ
く
行
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
関
し
て
は
検
討
の

余
地
が
残
る
。

　
長
崎
・
京
都
で
の
比
較
で
い
え
ば
、
長
崎
の
地
下
人
、
朝
廷
の
口
向
役
人
な
ど
と
い
っ
た
地
役
人
的
な
存
在
に
対
す
る
統
制
の
強
化
と

い
っ
た
面
が
、
共
通
点
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
う
し
た
存
在
に
よ
る
「
不
正
」
や
「
癒
着
」
を
排
除
し
、
遠
国
直
轄
都

市
の
統
治
の
緩
み
を
引
き
締
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
幕
府
の
狙
い
の
ひ
と
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
塚
本
が
指
摘
し
た
よ
う
な
田
沼
政

権
の
「
独
自
の
都
市
政
策
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
な
お
不
明
な
点
が
多
い
。
当
該
期
の
幕
政
に
お
け
る
本
事
件
の
位
置
づ
け
な
ど
を
よ

り
ふ
か
く
検
討
し
つ
つ
、
ほ
か
の
直
轄
都
市
に
対
す
る
政
策
と
の
比
較
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
清
太
夫
や
佐
久
間
の

よ
う
な
幕
府
役
人
が
い
か
な
る
動
き
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
、
研
究
深
化
の
鍵
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
御
用
達
や
京
都
の
町
人
ら
に
と
っ
て
の
本
事
件
と
い
う
視
点
か
ら
の
研
究
も
要
さ
れ
る
。
今
後
、
検
討
を
進
め
て
い
き
た

い
。註

研究年報68_責了.indb   82 2022/02/21   13:23



口
向
役
人
不
正
事
件
と
江
戸
幕
府
の
遠
国
都
市
政
策
（
佐
藤
）�

八
三

（
1
）　
奥
野
高
廣
『
皇
室
御
経
済
史
の
研
究

　
後
篇
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
四
年
）、
四
四
七
・
四
四
八
頁
。

（
2
）　『
寛
政
重
修
諸
家
譜

　
十
六
巻
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）、
一
二
〇
頁
。

（
3
）　
前
掲
奥
野
著
、
四
四
六
頁
。

（
4
）　
三
井
文
庫
編
『
大
坂
両
替
店
「
聞
書
」』（
三
井
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）、
三
五
・
三
六
頁
。

（
5
）　
な
お
、
実
際
は
、
朝
廷
側
の
人
物
が
一
人
で
勤
め
る
こ
と
も
間
々
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
拙
著
、
五
二
・
五
三
頁
）。

（
6
）　
以
上
、
前
掲
奥
野
著
、
高
埜
利
彦
「
後
期
幕
藩
制
と
天
皇
」（
石
上
英
一
・
高
埜
利
彦
ら
編
『
講
座

　
前
近
代
の
天
皇
二

　
天
皇
権
力
の
構
造
と

展
開

　
そ
の
二
』
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
、
後
に
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）、
平
井
誠
二
「
江
戸
時
代
の
公
家
の

流
罪
に
つ
い
て
」（『
大
倉
山
論
集
』
二
九
、
一
九
九
一
年
）、
三
浦
周
行
『
続
法
制
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
五
年
）、
前
掲
拙
著
、
第
Ⅰ

部
第
二
章
・
第
三
章
な
ど
。

（
7
）　
前
掲
奥
野
著
、
四
四
七
頁
。

（
8
）　
こ
れ
に
対
す
る
御
用
達
側
の
反
応
や
動
向
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
も
必
要
で
あ
る
。

（
9
）　
前
掲
『
虎
屋
の
五
世
紀

　
史
料
編
』
一
五
三
、
一
五
四
頁
。
な
お
、
虎
屋
は
「
事
件
に
関
与
し
な
か
っ
た
た
め
」、
事
件
後
、「
新
た
に
砂
糖
な
ど

の
御
用
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
」（（
虎
屋
）
社
史
編
纂
委
員
会
編
『
虎
屋
の
五
世
紀

　
通
史
編
』
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
頁
）。
安
永
四
年
に
は
、
上
菓

子
仲
間
が
結
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
田
沼
政
権
に
よ
る
株
仲
間
の
積
極
的
な
公
認
と
関
連
付
け
ら
れ
て
き
た
が
（
前
掲
『
虎
屋
の
五
世
紀

　
通
史

編
』、
五
一
頁
）、
な
ぜ
安
永
四
年
な
の
か
と
い
え
ば
、
口
向
役
人
不
正
事
件
に
よ
る
京
都
商
人
の
処
罰
と
調
査
を
う
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
。
不
正
事
件
が
仲
間
結
成
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
10
）　
丸
山
俊
明
「
江
戸
時
代
の
京
都
の
指
物
師
と
御
所
の
か
か
わ
り
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
七
六
─
六
五
九
、
二
〇
一
一
年
）。
な
お
、

船
屋
（
久
米
）
太
兵
衛
家
は
、「
指
物
師
と
し
て
、
御
所
等
に
白
木
作
り
の
道
具
類
や
（
佐
藤
註
：
中
略
）
御
所
等
の
池
で
使
用
す
る
「
御
船
（
み

ふ
ね
）」
を
調
達
」
し
た
家
と
い
う
（
山
田
洋
一
「
寄
贈
資
料
紹
介

　
船
屋
太
兵
衛
家
文
書
」『
総
合
資
料
館
だ
よ
り
』
一
五
二
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
11
）　
そ
の
名
の
と
お
り
、
町
代
の
番
日
記
で
、
小
久
保
家
は
「
代
々
上
京
下
西
陣
組
の
町
代
を
勤
め
、
勘
左
衛
門
ま
た
は
勘
十
郎
を
称
し
た
」
家
で
あ

る
（
朝
尾
直
弘
「
解
題
」
京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
集
成
　
第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
引
用
部
分
は
五
二
六
頁
）。
な
お
、「
番

日
記
」
に
口
向
役
人
不
正
事
件
関
係
の
記
事
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
藤
本
仁
文
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
12
）　
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
京
都
の
町
人
や
商
人
が
本
事
件
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
、
ひ
い
て
は
民
衆
と
天
皇
・
朝
廷
、
都
市
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京
都
と
天
皇
・
朝
廷
な
ど
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
考
え
る
う
え
で
の
重
要
な
素
材
と
な
り
う
る
。
な
お
、
民
衆
と
天
皇
・
朝
廷
、
都
市
京
都
と
天
皇
・

朝
廷
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
で
は
、
上
田
長
生
「
幕
末
期
の
天
皇
・
朝
廷
権
威
と
民
衆
」（『
民
衆
史
研
究
』
九
九
、
二
〇
二
〇
年
）、
岸
泰
子

『
近
世
の
禁
裏
と
都
市
空
間
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）、
登
谷
伸
宏
『
近
世
の
公
家
社
会
と
京
都
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
村
和

明
「
豪
商
三
井
の
内
紛
と
朝
廷
」（
杉
森
哲
也
編
『
シ
リ
ー
ズ
三
都

　
京
都
巻
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）、
吉
岡
拓
「
近
世
畿
内
・
近
国

社
会
と
天
皇
・
朝
廷
権
威
」（『
歴
史
学
研
究
』
九
七
六
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
13
）　
前
掲
『
大
坂
両
替
店
「
聞
書
」』、
二
七
頁
。

（
14
）　
高
槻
泰
郎
『
近
世
米
市
場
の
形
成
と
展
開
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、
二
二
四
～
二
二
五
頁
、
同
「
中
井
清
太
夫
と
い
う
男
」

（
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
『
Ｒ
Ｉ
Ｂ
Ｅ
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
』
一
一
九
、
二
〇
一
二
年
）。

（
15
）　
村
上
直
ら
編
『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
三
二
九
・
三
三
〇
頁
、
実
松
幸
男
執
筆
部
分
。

（
16
）　
前
掲
拙
著
、
八
四
・
八
五
頁
の
ほ
か
、
三
田
村
鳶
魚
が
「
御
所
役
人
に
働
き
か
け
る
女
ス
パ
イ
」（『
三
田
村
鳶
魚
全
集

　
第
五
巻
』
中
央
公
論
社
、

一
九
七
六
年
）
の
中
で
、
清
太
夫
が
事
件
の
調
査
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
際
、
自
分
の
姪
を
「
女
ス
パ
イ
」
と
し
て
口
向
役
人
に
嫁
が
せ
て

い
た
こ
と
、
そ
れ
が
調
査
の
う
え
で
、
お
お
い
に
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
が
（
二
九
二
～
二
九
七
頁
）、
実
証
的
な
も
の
で
は
な

い
。

（
17
）　
窪
田
頌
「
平
賀
源
内
・
芋
大
明
神
・
楠
葉
」（『
枚
方
市
史
年
報
』
二
二
、
二
〇
二
〇
年
）、
前
掲
村
上
直
ら
編
『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』、

三
二
九
頁
、
実
松
幸
男
執
筆
部
分
。

（
18
）　
な
お
、「
諸
家
系
譜
」
は
、「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
作
成
の
た
め
に
、
各
家
か
ら
提
出
さ
せ
た
書
類
を
ま
と
め
た
も
の
の
写
し
で
、
中
井
家
の
分
は
、

清
太
夫
の
嫡
男
宗
伴
が
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
記
述
に
は
一
定
の
信
頼
を
寄
せ
え
る
こ
と
な
ど
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
（
前
掲
窪
田
論
文
）。
実
際
、
明
和
六
年
五
月
二
十
四
日
の
仙
洞
御
所
普
請
御
用
掛
任
命
に
つ
き
、
京
都
へ
出
立
の
暇
お
よ
び
拝

領
物
頂
戴
（【
史
料
四
】）、
安
永
二
年
の
九
月
八
日
材
木
御
用
と
し
て
の
京
都
発
遣
に
つ
き
、
暇
お
よ
び
拝
領
物
頂
戴
（【
史
料
六
】）
な
ど
、「
諸
家

系
譜
」
上
の
記
載
が
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
柳
営
日
次
記
」
の
記
述
と
合
致
す
る
箇
所
が
多
々
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
定
の
史
料
批
判
は
必
要
で

あ
る
が
、
上
記
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
活
用
し
て
い
き
た
い
。

（
19
）　
山
田
忠
雄
「
天
明
期
幕
政
の
新
段
階
」（
山
田
忠
雄
・
松
本
四
郎
編
『
講
座
日
本
近
世
史
五
　
宝
暦
・
天
明
期
の
政
治
と
社
会
』
有
斐
閣
、
一
九

八
八
年
）、
二
〇
頁
。
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（
20
）　
前
掲
拙
著
、
三
六
、
五
〇
─
五
三
、
五
五
─
五
六
頁
。

（
21
）　
な
お
、
前
掲
「
柳
営
日
次
記
」
安
永
二
年
八
月
二
十
二
日
条
に
は
、
大
坂
銅
座
詰
な
ど
の
件
に
つ
い
て
、「
右
は
大
坂
銅
座
立
合
御
用

京
・
大

坂
御
修
復
所
其
外
御
入
用
之
積
り
御
用
相
勤
候
ニ
付
、
被
下
之
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
【
史
料
六
】
の
「
同
年
八
月
廿
二
日
銅
座
詰
相
勤
候
御
褒
美

外
御
用
兼
相
勤
候
付
、
別
段
銀
子
被
下
置
候
旨
、
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
松
平
右
近
将
監
殿
被
仰
渡
、
銀
十
枚
・
別
段
銀
十
枚
拝
領
仕
」
と
対
応
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
外
御
用
」
＝
「
京
・
大
坂
御
修
復
所
其
外
御
入
用
之
積
り
御
用
」
と
な
る
が
、
こ
の
中
に
、
朝
廷
財
政
に
関
す
る

調
査
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
22
）　
年
貢
の
私
的
流
用
な
ど
に
よ
っ
て
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
十
二
月
二
十
四
日
、
職
を
免
ぜ
ら
れ
、
勘
定
奉
行
支
配
無
役
に
な
り
、
そ
の
後
、

遠
島
と
な
っ
た
（
前
掲
村
上
直
ら
編
『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』、
三
頁
、
小
倉
宗
執
筆
部
分
）。

（
23
）　
な
お
、
安
永
四
年
三
月
に
は
、
前
年
か
ら
の
「
資
格
審
査
」
の
結
果
、
御
用
達
に
対
し
て
、
非
常
札
の
没
収
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
前
年
に
行
わ
れ
た
御
用
達
ら
の
追
放
処
分
と
は
別
の
も
の
と
奥
野
は
述
べ
て
い
る
（
前
掲
奥
野
著
、
四
四
七
頁
）。

（
24
）　（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
〈
現
歴
彩
館
〉）
歴
史
資
料
課
「
近
世
領
主
並
び
に
近
世
村
町
別
閲
覧
可
能
関
連
文
書
一
覧
」（『
資
料
館
紀
要
』
三
一
号
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
25
）　
御
所
向
取
締
掛
は
、
朝
廷
財
政
に
対
す
る
諮
問
機
関
で
あ
る
（
橋
本
政
宣
『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
四
〇
八
頁
、

前
掲
拙
著
、
一
三
頁
）。
ま
た
、
京
都
入
用
取
調
役
は
、
勘
定
奉
行
支
配
で
、
出
納
の
監
査
を
職
務
と
し
た
と
い
う
（
前
掲
奥
野
著
、
三
四
三
頁
）。

（
26
）　
こ
の
史
料
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
著
、
八
六
頁
で
も
扱
っ
た
。

（
27
）　
一
部
前
述
し
た
が
、
た
と
え
ば
、
賄
頭
・
勘
使
の
人
事
や
禁
裏
付
が
把
握
し
え
な
か
っ
た
賄
頭
・
勘
使
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
物
品

の
調
達
の
禁
止
、
本
途
直
段
（
物
品
ご
と
に
決
め
ら
れ
て
い
た
値
段
）
の
整
備
、
人
件
費
な
ど
に
関
す
る
諸
規
定
の
策
定
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
前

掲
拙
著
、
五
二
─
五
五
、
八
五
─
八
七
頁
）。

（
28
）　
な
お
、
清
太
夫
が
勘
定
に
な
っ
た
の
は
、
明
和
八
年
十
二
月
で
あ
り
、
ま
る
で
川
井
の
昇
進
と
歩
を
合
わ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

（
29
）　
塚
本
明
「
近
世
中
期
京
都
の
町
代
」（
朝
尾
直
弘
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
社
会
の
史
的
構
造
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
）。
引
用
部
分
は

順
に
、
一
八
五
、
一
八
四
、
一
八
九
、
一
八
八
、
一
八
九
、
二
〇
三
頁
。
な
お
、「
さ
る
」
と
呼
ば
れ
る
密
偵
が
暗
躍
し
、「
町
代
仲
間
・
町
代
部
屋

の
こ
と
が
公
事
方
の
与
力
に
筒
抜
け
」（
前
掲
塚
本
論
文
、
一
八
七
頁
）
に
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
論
及
し
て
い
る
。

（
30
）　
鈴
木
康
子
『
長
崎
奉
行
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）、
第
五
─
八
章
、
結
論
。
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口
向
役
人
不
正
事
件
と
江
戸
幕
府
の
遠
国
都
市
政
策
（
佐
藤
）�

八
六

（
31
）　
前
掲
拙
著
、
第
Ⅰ
部
第
二
章
・
第
三
章
。
引
用
部
分
は
五
三
頁
。

（
32
）　
こ
の
口
向
研
究
の
蓄
積
の
乏
し
さ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
細
谷
篤
志
「
近
世
朝
廷
の
記
録
管
理
と
実
務
組
織
「
口
向
」」（『
国
文
学
研
究
資
料
館

紀
要

　
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
』
一
七
、
二
〇
〇
一
年
）
や
ス
ウ
ェ
ン
・
ホ
ル
ス
ト
「
近
世
中
後
期
に
お
け
る
朝
廷
の
口
向
役
人
」（『
国
際
社
会
研

究
　
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部
紀
要
』
九
、
二
〇
二
〇
年
）
が
指
摘
し
て
い
る
。
両
論
文
な
ど
に
よ
っ
て
、
近
年
、
徐
々
に
研
究
が
進
み
つ
つ

あ
る
が
、
な
お
充
分
と
は
い
え
な
い
。
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